
ライオンズマンション元住吉第 5管理組合
第 35期第 2 臨時総会議事録

く同時〉 2025年 4月 27日 (日 )   14時 05分～ 15時 35分

〈場所〉 カフェ・ミヤマ渋谷東口駅前店

(所在地 :東京都渋谷区渋谷 3-19-1渋 谷オミビルBュ F)

く議事〉

第 1号議案

第 2号議案
その他議題

管理規約一部変更の件 【特別決議】

使用細則一部変更の件

未承認の専有部分修繕工事に関する対応の作

ライオンズマンション元住吉第 5管理組合

口



第 35期第 2回臨時総会議事録
1.開 会

定刻、理事長が管理規約の規定に基づき本総会の議長となり、開会宣言をしてライオンズマン

ション元住吉第 5管理組合第 35期第 2回臨時総会を開会した。

2.総会成立の確認

議長より組合員の出席状況について、次のとおり本総会が管理規約に定める要件を満たし成立

する旨、報告が行われた。

組合員総数 :59名  / 60個

※出席組合員/議決権数の合計については議決権行使書及び委任状を含む。

3.議事録署名人の指名

議長は、管理規約に基づく本総会の議事録署名人を指名 し、承認 されたく男可表 1〉。

※個人情報の保護の強化に伴い、議事録署名人などのお名前を含む情報を別表にまとめております。

4.議 事

第 1号議案 管理規約一部変更の件 【特別決議】
議長が議案書に基づき説明を行つた。続いて議長が質疑・意見を議場に求めたが特に質疑はな

く、議長が本議案を議場に諮ったところ、賛成組合員数 47名 (反対 3名 )賛成議決権数 48個

(反対 3個)で、組合員総数及び議決権総数の各 4分の 3以上の賛成により承認された。

【承認事項】管理規約の一部変更
<変更内容>

5 名 5個

30 名 31 個
15 名 15 個
50 名 (84. 7%) 51 個 (85, 0%)

行現 改正案

第 17条 (専有部分の修繕等)    ヽ

区分所有者は、その専有部分について、ジフォー

ムエ事を行 う場合は、あらかじめ、

条 (理事会)に定める理事会をいう。以下同じ)に

その旨を申請し、書面による承認を受けなければな

らない。

2前項の場合において、区分所有者は、承認を受
けようとする日の 3週間前までに、設計図、仕様

書、工程表その他理事会が指定する書面を添付した

申請書を理事会に提出しなければならない。

理事会 (第 54

途使用細貝lJ等で定める(、のとするA

第 17条 (専有部分の修繕等)

区分所有者は、その専有部分について、修繕、模

様替え又は建物に定着する物件の取付着 しくは取替

え (以下 「修繕等」という。)を行おうとするとき

は、あらかじめ、理事長 (第 38条 (役員)に定め

る理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、

書面による承認を受けなければならない。

2前 項の場合において、区分所有者は、承認を受

けようとする日の 3週間前までに、設計図、仕様

書、工程表その他理事長が指定する書面を添付 した

申請書を理事長に提出しなければならない。
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現  行 改正案

3理事長は、第 1項の規定による申請について、

理事会 (第 54条 (理事会)に定める理事会をい

う。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承

認を決定しなければならない。

4前 項にかかわらず、理事長は、共用部分又は他

の占有部分に影響を与えるおそれが少ないと認めら

れる場合には、理事会の決議を経ることなく専有部

分の修繕等を承認することができる。

5第 1項又は前項の承認があつたときは、区分所

有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等

に係る共用部分の工事を行うことができる。

(変更無し)

7理事長は、第 1項又は第 4項の承認に条件又は

期限を付し、及びこれを変更することができる。

8第 1項又は第 4項の承認を受けた修繕等の工事

後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に

影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有

者の責任と負担により必要な措置をとらなければな

らない。

(変更無し)

3理事異懲〒第 1項の規定による申請について、

理事会の決議により、その承認又は不承認を決定し

なければならない。

(第 4項削除 以下繰 り上がり)

4第 1項異俵議裏の承認があつたときは、区分所

有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等

に係る共用部分の工事を行 うことができる。

5理 事長又はその指定を受けた者は、本条の施行

に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち

入 り、必要な調査を行 うことができる。この場合に

おいて、区分所有者は、正当な理由がなければこれ

を拒否してはならない。

(第 7項削除 以下繰 り上がり)

6第 1項異基第4項の承認を受けた修繕等の工事

後に、当該工事により共帰部分又は他の専有部分に

影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有

者の責任 と負担により必要な措置をとらなければな

らない。

7前各項に規定するもののほか、申請の手続、承

認又は不承認の基準、その他専有部分の修繕等に係

る事務の処理等に関し必要な事項は、使用細則等で

定める。

<変更規約の施行 日> 2025年 4月 27日 から施行する。
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第 2号議案 使用 則一部変更の件
議長が議案書に基づき説明を行つた。続いて議長が質疑・意見を議場に求めたが特に質疑はな

く、議長が本議案を議場に諮つたところ、過半数の賛成 (賛成 48個、反対 3個)に より承認さ

れた。

【承認事項】使用細則の一部変更

<変更内容>

現  行 改正案

第 17条 (専有部分の修繕等)

規約第 17条 (専有部分の修繕等)第 1項及

び第 2項に基づく専有部分の修繕等の申請書の

様式は、別記様式第 9に掲げるとおりとする。

(第 2項追加 )

(変更無 し)

3規約第 17条第 4項の規定により理事長が承

認することができる専有部分の修繕等は、次の

各号に掲げるとお りとす る。 この場合におい

て、理事長は、共用部分又は他の専有部分に影

響を与えるおそれが少ないと認められる場合に

限り、承認することができる。

一 住宅設備機器 (シ ステムキッチン、給湯

器、便器、洗面台、洗濯パン等)の修繕及び取

第 17条 (専有部分の修繕等)

規約第 17条 (専有部分の修繕等)第 1項及

び第 2項に基づく専有部分の修繕等の申請書の

様式は、別記様式第 9に掲げるとおりとする。

2次 の各号に該 当す 工 専 l童、却約笛 17条

一 月ヽ規模なリフォーム

・壁紙の貼替

・網戸の 工事

・室内 ドアの交換I事

・室内クリーニング

二 器具の交換

・ガス給湯器の交換工事

・照日月器具の交換工事

3理事会は、規約第 17条第 1項の規定により

申請された専有部分の修繕等について、規約第

17条第 3項の規定に基づき承認することがで

きる。

4                  理事

会が承認することができる専有部分の修繕等

は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合

において、理事会は、共用部分又は他の専有都

分に影響を与えるおそれが無いと認められる場

合に限り、承認することができる。

一 住宅設備機器 (システムキッチン、便器、

洗面台、洗濯パン等)の修繕及び取替え (鶉存



改正案行現

二 内装仕上げ材の張替え (床材においては、

速音等級 L二 45以上の材質を使用するものと

する)

三 電話回線の増設

四 その他共用部分又は他の専有部分に影響を

与えるおそれが無いと認められるもの

5前 四項及び次項の規定は、区分所有者が規約

第 7条 (専有部分?範囲)第 3項に基づく規約

別表第 2(専有部分の専用に供される設備の帰

属)に掲げる設備等のうち、共用部分とされた

設備及び配線、配管等について、移設、変更そ

の他の修繕等を行お うとする場合並び任親約第

に準用する。ただし、規

約第 22条第 4項並び揺現豹第94条 第与察に

基づく申請書の様式は、別記様式第 8に掲げる

とおりとする。

6専有部分の修繕等の承認を受けた区分所有者

は、専有部分の修繕等を行 う10日 前までに、

掲示等により工事内容、工事期間、施工業者及

びその連絡先をマンション内に周知しなければ

ならない。また、修麓工事終了後、工事対象箇

所の写真を添付した完了報告書を、管理組合
ヘ

提出しなければならない。

7規 約第 17 条 (専有部分の )第 1項に

さなければならない。

8規約第 26条 (事故等の調査)第 5項に規定

する原因箇所の補修及び損害の賠償のために行

う専有部分の修繕等で、かつ、原状回復を限度

答え (既存機器や給排水管の移設を伴 う工事及

びガス、電気の契約容量の増加を伴 う工事等を

除く)

二 内装仕上げ材の張答え (床材においては、

遮音等級 L-45～ L-55の 材質を使用する

ものとする)

三 電話回線の増設

四 その他共用部分又は他の専有部分に影響を

与えるおそれが少ないと認められるもの

4前三項及び次項の規定は、区分所有者が規約

第 7条 (専有部分の範囲)第 3項に基づく規約

別表第 2(専有部分の専用に供される設備の帰

属)に掲げる設備等のうち、共用部分とされた

設備及び配線、配管等について、移設、変更そ

の他の修繕等を行お うとする場合並びに規約第

24条 (窓ガラス等の改良)第 2項に基づきエ

事を行お うとする場合に準用する。ただし、規

約第 22条第 3項並びに規約第 24条第 2項に

基づく申請書の様式は、別記様式第 10に掲げ

るとおりとする。

5専有部分の修繕等の承認を受けた区分所有者

は、専有部分の修繕等を行 う5日 前までに、掲

示等により工事内容、工事期間、施工業者及び

その連絡先をマンション内に周知しなければな

らない。

(第 7項追加 )

7規約第 26条 (事故等の調査)第 5項に規定

する原因箇所の補修及び損害の賠償のために行

う専有部分の修繕等で、かつ、原状回復を限度



現   行 改正案

とするものについては、規約第 17条 (第 9項

を除く)及び本条前六項に定める専有部分の修

繕等に関する規定を適用 しない。この場合にお

いて、規約第 26条第 5項に規定する「その事

故等の原因箇所の管理をすべき者」は、あらか

じめ、工事内容、工事期間、施工業者及びその

連絡先を理事長に通知するとともに、掲示等に

よリマンション内に周知しなければならない。

とするものについては、規約第 17条 (第 7項

を除く)及び本条前六項に定める専有部分の修

繕等に関する規定を適用 しない。この場合にお

いて、規約第 26条第 5項に規定する「その事

故等の原因箇所の管理をすべき者」は、あらか

じめ、工事内容、工事期間、施工業者及びその

連絡先を理事長に通知するとともに、掲示等に

よリマンション内に周知しなければならない。

<変更規約の施行 日> 2025年 4月 27日 から施行する。

その他議題 未承認の専有部分修繕工事に関する対応の件  ″
議長より、本議題を取り上げた経緯と理由について説明があり、意見交換が行われた。

該当住戸の所有者から、排水時に異音がする旨の申し出が理事会宛に寄せられた事が発端で、

議案書に記載の通 り、理事会の承認を得ず当時の管理規約上禁上とされている工事を行つていた

事が発覚した経緯が説日月された。排水設備周辺からの異音については専有部分の工事に起因する

可能性が考えられるにも関わらず、氏は、原因が共用部分にあると断定し、氏自身の会社が請け

負う工事内容で管理組合に対して見積書を提出したり、理事会が未承認にもかかわらず氏が実施

した専有部分の修繕工事について、氏は、 「書面で承認をもらった」と主張している (書面未提

出)。 これらの事柄から総合的に判断すると、理事会としては、基本に立ち返り原状回復を求め

るべきではないかとの見解である脅が説明された。

一方、組合員からの投票結果では、 「追認」が 22名 「原状回復」が 12名 であつた。
これらの状況を鑑み議場で検討した結果、 「追認」 「原状回復」のどちらの数も当日の出席議

決権数半数に届いていないことから、まだ意思表示をしていない組合員に対して、再度の意見提

出を促し、その結果を踏まえて今後の対応について検討する事とした。

5.閉 会
以上をもつて、全ての議案の審議が滞りなく終了した旨、議長より報告が行われ、 15時 35
分に閉会を宣した。



く別表 1:議事録署名人など〉
敬称略

(同席者

以  上

ここに、議事の経過の要領及び結果を証するため、管理規約に基づき本議事録を作成し、議長

及び議事録署名人は以下に署名押印する。

必2す 年ど月ノご日
名 称  :ライオンズマンション元住吉第 5管理組合

ル 寸

11
，
´し

竹内 郁介

中込 小枝子
平川 洋

市川 卓担当/管理業務主任者


